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OBN協議会平成14年度総会   議事次第

１   開  会

２   会長あいさつ

３   議  案


（1）第1号議案    平成13年度事業報告の承認


（2）第2号議案    平成13年度の収支決算報告の承認


（3）第3号議案    会則の改正


（4）第4号議案    平成14年度役員の選任


（5）第5号議案    平成14年度幹事指名の承認


（6）第6号議案    平成14年度事業計画の決定


（7）第７号議案    平成14年度収支予算の決定


（8）その他

４   閉会

第1号議案

OBN協議会   平成13年度事業報告（案）

１  事業概要

  ＯＢＮ協議会は,前年度に引き続き光空間通信の普及促進活動を積極的に行ってきた。

具体的には、平成13年11月にKKRホテル大阪にて光無線通信システム推進協議会(ICSA)と共催、総務省の後援にて｢広帯域光空間通信シンポジウム２００１｣を開催した。このシンポジウムでは当協議会より2社が講演を行った。また、アプリケーションでもを大阪城越えに1.6ｋｍ離れた場所より行い、参加者の理解を深めた。

平成14年2月にはKKRホテル東京にて総務省・ICSA後援のもとで｢OBN　Forum　２００２　in　TOKYO｣を単独で開催した。ホテル隣接の丸紅本社ビルを基点に総務省および如水会館を結んでのネットワークを構築し、生中継にてホテル講演会場へ送った。

特に総務省に設置したカメラより1.9km離れた丸紅本社経由にて会場へ光空間通信で送られてきた挨拶は圧巻であった。

また,VECTANT日本橋APより引き込んだ回線により100メガのインターネット環境を現出した。このフォーラムを通じてOBN協議会各社の技術的水準を高めることに役立ち相互理解を深めた。

　平成13年度に第一種通信事業者のスカイファイバー社が正会員として新規加入された。

また、外部団体との情報交流では、ICSAと行った共催のシンポジウムなどで交流を図った。
２  事業内容

（１）調査研究等
1-1 　西沢先生の講演

　平成14年8月8日に当協議会特別会員の西沢先生よりアメリカの光通信業界についての講演をお聞きした。米国光通信機器メーカーの動向や面発光型レーザーVCSELについて熱意ある講演には会員一同感銘をうけた。

1-2 　APOC２００１における光空間通信の動向調査

　　　平成14年11月13日～15日に北京で開催されたAPOC２００１（Asia-Pacific　

　　　Optical＆Wireless　Communications）に当協議会会員4社が出展し、中国の光空　　　　　　　　　　　　　

　　　間通信の最新情報を収集した。若い研究開発者が熱心に質問してきており、今後の　　　　

　　　市場性をうかがわせた。

（２）実験推進部会活動

    2-1 実験網
    ■赤坂実験網の半年間のデータの結果に関しては、昨年度２回のセミナーにて報告を行ったが、今年度も6月の「トリケップスセミナー」にて報告を行なった。

■実験機材の撤去

最後に残されていた住友電工の機材を3月撤去した。現在トランクルームに保管中。

    2-2 部会会合
　　　平成１3年度は以下のように部会を開催した。

　　　　　　　　4月11日　
住友電工

　　　　　　　　5月22日　　
グローバルクロッシング社へ提案

　　　　　　　　8月9日　　　
虎ノ門パストラルへ提案

　　　　　　　　10月3日　　
住友電設　　防災用ネットワーク案検討会

　　　　　　　　10月16日　　
総務省　　　防災用ネットワーク案提案

　　　　　　　　11月2日　　
内閣府　　　　　防災用ネットワーク案提案

　　　　　　　　12月25日　　
KKR東京／丸紅ネットワークシステムズ






2月イベントの現地調査会／NW説明

　　　　　　　　1月11日　
住友電設　　　2002Forum　NWデモ打ち合せ

　　　　　　　　1月30日　
住友電設　　　2002Forum　事前接続試験

     2-3 特別開催
　　　　　　　　11月21日　　 KKR大阪　シンポジウム2001展示デモ

　　　　　　　　2月7日　 　　
KKR東京　Forum2002イベント展示デモ

　　　　　　　　TV会議システム、VoIPシステム、MPEG2映像伝送



映像インターネットアプリケーションの伝送
     2-4実験網再構築に向けた活動

■グローバルクロッシング社

現在ＯＢＮとグローバルクロッシング社で神谷町地区における試験運用ができないか、ビル居住者の調査をグローバルクロッシング社と行い、虎ノ門パストラルなど訪問して提案を行なったが、利用してもらうまでに至らなかった。

· 内閣府

霞ヶ関WANを含む中央防災無線網への光空間通信の利用の提案を行なったが、現状のシステムの拡大する中で具体的に入札などの機会での参加を行なうよう助言を頂いた。

（３）　情報交流・普及啓発等
　　 3-1以下の２つの大きなイベントを主催し、光空間通信の普及啓蒙活動を行なった。(いずれも記念講演と展示デモ)

1） 平成13年11月21日「広帯域光空間通信シンポジウム2001」

KKRホテル大阪（ICSAとの共催）

上記シンポジウム実施時に羽鳥会長および総務省の津幡岳弘氏のご挨拶に引き続き、下記講演を行なった。

· ユビキタスネットワーク時代の展望-----野村総研　名雲氏

· 光無線LANと導入事例紹介-----昭和電線　小森氏

· ブロードバンドと光空間通信　-----キヤノン　鈴木氏

· 学校インターネットプロジェクトにおける光無線通信

　　　　　
　-----浜松ホトニクス　若森氏

· 光無線通信の国内における展開と海外における使用例

　　　　　
　-----アイ・ビー・エス　小野寺氏

2） 平成14年2月7日「OBN FORUM 2002 in TOKYO」

KKRホテル東京

　　上記フォーラム実施時に総務省の千葉課長の挨拶（光空間通信によるライブ中継）に引き続き、下記講演を行なった。

· デモネットワーク構成の説明　-----キヤノン　塚本氏

· ブロードバンド通信の展望と光空間通信技術

　　　　　　-----職業能力開発総合大学校　西澤氏

· 丸紅ITグループの果たす役割（ライブ中継）

　　　　　　-----VECTANT 　齋藤氏

· ブロードバンド・ネットワークオペレータ

　　　　　　-----スカイファイバー 　中野氏

　　 3-2平成13年11月に普及推進部会が中心となり、平成12年12月に編纂刊行した「光空間通信システム設置事例集」の増補改訂を行なった。改訂版では会員企業が設置した事業所間･工場間･大学･病院等、27の事例を紹介した。

（４）平成13年度総会

平成13年6月28日に開催した。

（5） 幹事会等の開催等

平成13年度は、下記の通り幹事会等を開催した。

＜2001年＞

4月26日　
(住友電工)　幹事会

　　　　　
6月15日　
(住友電設)　 幹事会

　　　　　
8月8日　
(オプトロニクス)　幹事会・講演会

　　　　　
9月26日　
(住友電工)　 幹事会

　　　　　
10月24日　
(住友電工)　拡大幹事会

　　　　　　
12月4日　
(住友電工)　拡大幹事会



12月25日　
(KKR,丸紅）　2002年Forum準備会



＜2002年＞

　　　　　　
1月11日　
(住友電設)　 2002年Forum準備会、幹事会

　　　　　　　
1月30日　
(住友電設)　 2002年Forum準備会、幹事会

　　　　　　　
2月20日　
(総務省)　 2002年Forum報告

3月12日　
(住友電設)　拡大幹事会
第２号議案

OBN協議会   平成13年度収支決算報告（案）

	
	
	予算
	決算案

	収入の部
	
	
	
	

	
	会費収入
	3,900,000
	正会員＊13
	2,700,000
	正会員＊9

	
	
	600,000
	準会員＊4
	300,000
	準会員＊2

	
	その他
	0
	
	905
	受取利息

	
	前年度繰越金
	3,139,531
	
	3,139,531
	

	
	合計
	7,639,531
	
	6,140,436
	

	
	
	
	
	
	

	支出の部
	
	
	
	

	
	普及活動費
	1,500,000
	デモ実験100万円
	1,996,774
	

	
	
	
	ｾﾐﾅｰ会場50万円
	
	

	
	事務委託費
	315,000
	オプトロニクス
	315,000
	

	
	事務備品費
	50,000
	備品
	0
	

	
	事務消耗品費
	50,000
	封筒、その他
	2,887
	

	
	通信費
	50,000
	電話、切手,宅配
	0
	

	
	講演費・旅費
	200,000
	講師謝礼・交通費
	137,500
	

	
	印刷費・コピー費
	300,000
	パンフレット作成

紙、トナー
	270,900
	

	
	会議費
	100,000
	
	122,793
	

	
	懇親会費
	200,000
	10万円×2回
	166,177
	

	
	資機材購入費
	1,500,000
	光ﾌｧｲﾊﾞｰ、雑材料
	527,100
	

	
	工事補助負担金
	1,500,000
	
	420,000
	

	
	調査研究費
	300,000
	
	627,900
	

	
	賃借料
	0
	
	158,550
	

	
	
	
	
	
	

	
	雑費・その他
	200,000
	
	5,985
	

	
	
	
	
	
	

	
	合計
	6,265,000
	
	4,751,566
	

	
	
	
	
	
	

	次期繰越金
	1,374,531
	
	1,388,870
	


第3号議案

OBN協議会   会則の改正（案）

平成9年に策定されたOBN協議会の会則を、現状に即するため一部改正を行なう。

ビル間高速光空間通信網推進協議会 会則

（名 称）

第１条 本協議会は「ビル間高速光空間通信網推進協議会」（英文名称：Metropolitan Optical Beam Network Promotion Council）と称する。（以下「協議会」と称する）

（目 的）

第２条 協議会は、主要都市のオフィス街のビル間をビル間高速光空間通信で接続し、かつそれぞれの主要都市間は光ファイバー網で接続することにより、高速マルチメデイア・ネットワークインフラを廉価に構築することを目指し、そのための各種実験、実用化可能性の検討を行う事を目的とする。 

＜改正案＞

第２条 協議会は、主要都市のオフィス街のビル間をビル間高速光空間通信で接続し、高速ネットワークインフラを廉価に構築する。 

（活動内容）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。 

オフィス街のビル間をビル間高速光空間通信で接続し、かつ主要都市のオフィス街間を光ファイバーで結び、マルチメディアサービス・ アプリケーションの実現性検証を行う為の実験の推進、実行。 

ビル間高速光空間通信網の実用化可能性の検討。 

その他、協議会の目的を達成するために必要な活動。 

＜改正案＞

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。 

オフィス街のビル間をビル間高速光空間通信で接続し、ブロードバンドサービス・ アプリケーションの信頼性検証を行う為の実験の推進、実行。 

ビル間高速光空間通信の普及活動。 

その他、協議会の目的を達成するために必要な活動。 

（組 識） 

第４条 協議会は、協議会の趣旨に賛同する個人、法人、行政機関等をもって構成する。 

（会 員）

第５条 

協議会の会員は、正会員、準会員、特別会員とする。 

正会員に成るためには、幹事会の承認を必要とする。 

準会員に成るためには、幹事会の承認を必要とする。 

特別会員は有識者等のうち、幹事会が承認した者とする。 

（会員の権利及び義務） 

第６条 

協議会の会員は、正会員、準会員、特別会員の各会員資格に応じて協議会の活動に参加し、第１２条に基づき協議会活動の、情報を入手することが出来る。 

正会員と準会員は協議会の一般的な事業遂行に必要な資金と して、第１４条に定める一般会費を納入する。 

第１１条に定める部会へ参加する正会員（場合によっては準会員も含まれる）は当該部会に必要な資金、または現物提供等、応分の負担を別途行なう。 

正会員は別途定める総会、幹事会を通じて、協議会の運営に参画できる。 

＜改正案＞

第６条 

協議会の会員は、正会員、準会員、特別会員の各会員資格に応じて協議会の活動に参加し、第１２条に基づき協議会活動の、情報を入手することが出来る。 

正会員と準会員は協議会の一般的な事業遂行に必要な資金と して、第１４条に定める一般会費を納入する。 

第１１条に定める部会へ参加する正会員は当該部会に必要な資金、または現物提供等、応分の負担を別途行なう。 

正会員は別途定める総会、幹事会を通じて、協議会の運営に参画できる。 

（役 員） 

第７条 

協議会に、次の役員を置く。 会長 １名 ,副会長 １名,幹事長 １名 ,幹事 １０名以内 , 会計監事１名 

会長、副会長、会計監事は、総会において選出する。 

幹事長、幹事は正会員のうちから選出し、総会の承認を受ける。 

役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（役員の任務） 

第８条 

会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代理する。 

会計監事は、協議会の会計を監査し、総会に報告する。 

（総 会） 

第９条 

協議会の総会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

総会は、事業計画、役員の選出、協議会の運営に関する基本方針、その他会長が必要と認める事項 について、審議、決定する。 

総会は、正会員数の過半数の出席（委任状による出席を含む）をもって成立し、その議決は出席正会員数の過半数をもって行うものとする。 

＜改正案＞

第９条 

協議会の総会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

総会は、事業計画、役員の選出、協議会の運営に関する基本方針、その他会長が必要と認める事項 について、審議、決定する。 

総会は、正会員口数の過半数の出席（委任状による出席を含む）をもって成立し、その議決は出席正会員口数の過半数をもって行うものとする。 

（幹 事 会）

第１０条 

協議会に幹事会を置く。 

幹事会は幹事長、幹事から構成され、幹事長が統括する。 

特別会員は、会長が認めた場合、幹事会に出席し意見を述べることがでる。 

幹事会は、協議会の運営に必要な事項に関して、審議、決定する。 

（部 会）

第１１条 

協議会に次の部会を設置する。 （１）実験推進部会 、（２）実用化検討部会、（３）実験サービス検討部会 、（４）その他幹事会が承認した部会 

必要に応じて、幹事会で審議、承認の上、新しい部会を設置する事が出来る。 

幹事会は、新しい部会の設置後、部会設立を速やかに会員に通知する。 

部会活動により特許権、著作権等の知的財産権が生じた場合、かかる知的財産権の取扱いについては、別途幹事会で決定するものとする。 

部会の運営規則については別途幹事会にて定める。 

＜改正案＞

第１１条 

協議会に部会を設置する。 

幹事会で審議、承認の上、新しい部会を設置する事が出来る。 

幹事会は、新しい部会の設置後、部会設立を速やかに会員に通知する。 

部会活動により特許権、著作権等の知的財産権が生じた場合、かかる知的財産権の取扱いについては、別途幹事会で決定するものとする。 

部会の運営規則については別途幹事会にて定める。 

（情報の取扱い） 

第１２条 

部会等の協議会活動により得られた情報は、幹事会の決定に基づき以下のレベルに分類され、この分類に従い開示されるものとする。 [レベル１]正会員のみ開示、 [レベル２]全会員に開示 、[レベル３]一般開示 

前項に基づき会員に提供された情報の取扱いについては、幹事会が別途規則を定めるものとする。 

各部会は、活動によって得られた情報をまとめ、幹事会に報告する義務を負う。ただし、各部会は、その事前協議により、部会活動で得られた情報（部会活動に際し開示された部会参加者の情報を含む）の一部を部会内の会員の全部または一部への開示にとどめることができる。 

（事 務 局） 

第１３条 

協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

事務局は、東京都内に設置する。 

（一 般 会 費）

第１４条 

一般会費は、会員年間１口１５万円とする。 

正会員の会費は２口以上とする。 

準会員の会費は、実験参加ユーザー、機器設置場所提供者、 等は会費免除、それ以外の幹事会で承認された準会員は１口とする。 

特別会員は原則として会費免除とする。 

会計年度途中から入会する会員に対しては、幹事会の承認の下に会費の減免処置を行なうことが出来る。 

＜改正案＞

正会員の年会費は１口１５万円とし、原則として2口以上とする。 

準会員の年会費は１口５万円とする。

特別会員は原則として会費免除とする。 

会計年度途中から入会する会員に対しては、幹事会の承認の下に会費の減免処置を行なうことが出来る。 

（会 計） 

第１５条 協議会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日迄とする。 

（会則の変更、解散、退会）

第１６条 

本会則の変更は、幹事会の承認を得て総会の議決によりこれを行なう。 

協議会は、第２条の目的を達成した時、総会の議決を得て解散する。 

協議会の正会員、準会員、特別会員は、幹事会の承認を得て、退会する事が出来る。 

[附則]

この会則は、平成９年１１月２１日から施行する。 

平成９年度の会計年度は、第１５条の規定にかかわらず平成９年 １１月２１日から平成１０年３月３１日までとする。 

平成９年度の役員の任期は、第７条の規定にかかわらず平成９年 １１月２１日から平成１０年３月３１日までとする。  

①平成１４年６月１２日改訂。
第4号議案

OBN協議会   平成14年度役員（案）

１  会長


はとり みつとし

羽鳥 光俊       国立情報学研究所教授工学博士

２  副会長

 
にしざわこういち

西澤　紘一
職業能力開発総合大学校教授工学博士

３  会計監事

つかもとたかひろ

塚本 隆博
キヤノン株式会社　小杉事業所　プラットフォーム開発本部

プラットフォーム技術開発センターSNWプロジェクトSNW第二開発室長
４  幹事長

かじた ゆうじ

梶田 祐二
住友電気工業株式会社 ネットワークシステム事業部

開発部長

  第5号議案

OBN協議会   平成14年度幹事（案）

１  幹事（社名50音順）

小野寺　斉
アイビーエスジャパン株式会社　　(新任)

塚本 隆博
キヤノン株式会社

山田 隆彦
小糸工業株式会社

黒川 敏

住友電設株式会社　　（常任幹事）

諸井  渡 
ネットワンシステムズ株式会社

伊藤　寛治
浜松ホトニクス株式会社　　(新任)

第6号議案
OBN協議会   平成14年度事業計画（案）
1  事業内容
平成14年度は、以下の事業を実施する。
（1） 技術検討の推進
技術検討部会は、昨年度までに実験などで得たデータの公開を通して、かなり普及と理解を深めてもらった。その後はネットワークの再構築を検討してきたが、ネットワークの再構築による実用化という観点よりも、技術的な優位性をさらに利用者へ浸透させる活動に主眼をおきたい。そのため今後イベントなどでデモを行なう際に、光空間通信の特徴を、テーマごとにより深めて提示する活動を行なう。具体的には会員の意見を基に計画を作成していく。

（２）　協議会参加企業の拡大充実

　　　　通信事業者、光ビーム通信事業者、通信機器ベンダー、アプリケーション事業者、ユーザー企業等各業界からの参加層の充実を引き続き図り、より事業展開の行い易い環境を形成する。また幅広い会員企業を募るための環境・制度を整備する。

（３）　調査研究

　　実用性向上に向けた基盤技術、要素技術の検討を行なう。新たな適用事例を発掘し、海外の状況もさらに把握すべく引き続き調査検討を行なう。

また本年度より、デファクトスタンダード構築に向けた調査検討を開始する。

（４）　普及啓発

　　光ビーム通信及び関連社会環境の動向において認知度が向上したこともあり、さらに一歩先の事業化に向けた提案などを活発に行なうようなセミナー・シンポジウムなどを開催する。

また、事例集の改訂も継続して行なう計画である。

（５）　情報交流

関係のある他協議会、関連団体、行政部門とも積極的情報交流を実施し、有意義な成果が出易い環境形成に努力する。

（６）　情報発信

今年度は、OBNのホームページの更なる充実を行い、参加企業の紹介、設置事例集の紹介をはじめ、利用に向けたQ&Aなども設け、普及のためのサポートとして情報発信に勤める部会を設置する

この活動を通じてOBNの活動を地域の枠を越えた普及への広がりに結びつける。

２　活動体制

（1） 下記部会を設置し、調査研究普及等を実施する。

ア　技術検討部会：部会長　塚本幹事

セミナー／イベント時に、光空間技術のテーマを絞って技術的優位性など提示する活動を行う。

又　デファクトスタンダードの調査検討を会員企業で取り組む。

　　　　イ　普及推進部会：部会長　黒川幹事

　　　　　　光空間通信の普及・発展に向け実践的、かつ能動的な啓蒙活動を行なう。

　　　　　セミナー、シンポジウム、システム説明会、デモなどの企画・実施。

　　　　ウ　インターネット部会：部会長　諸井幹事

OBN協議会のホームページを通して、光空間通信技術の幅広い情報発信と情報交換を行なう。そのために独自サーバーを準備する。
(2) 　　必要に応じて、部会の下に分科会を設置する。

３　活動計画

（１）６月　　　　　OBN総会

（２）７月～８月　　部会の新規開設および活動強化とメンバー募集

（３）７月～９月　　新規会員獲得強化活動

（４）１０～１１月　普及啓蒙活動イベント及びデモンストレーション

（５）３月　　　　　活動成果報告

第7号議案

OBN協議会   平成14年度収支予算（案）

	
	
	予算案
	内訳

	収入の部
	
	
	
	

	
	会費収入
	4,200,000
	
	正会員＊(15万円×28口)
	

	
	
	1,000,000
	
	準会員＊（5万円×20口）
	

	
	その他
	0
	
	
	

	
	前年度繰越金
	1,388,870
	
	
	

	
	合計
	6,588,870
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	支出の部
	
	
	
	

	
	普及活動費
	2,000,000
	
	
	

	
	事務委託費
	315,000
	
	
	

	
	事務備品費
	50,000
	
	
	

	
	事務消耗品費
	50,000
	
	
	

	
	通信費
	200,000
	
	
	

	
	講演費・旅費
	300,000
	
	
	

	
	印刷費・コピー費
	500,000
	
	
	

	
	会議費
	300,000
	
	
	

	
	懇親会費
	200,000
	
	
	

	
	資機材購入費
	200,000
	
	
	

	
	工事補助負担金
	200,000
	
	
	

	
	調査研究費
	200,000
	
	
	

	
	賃借料
	300,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	雑費・その他
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合計
	5,015,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	次期繰越金
	1,573,870
	
	
	


